
JP 5690349 B2 2015.3.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ記憶システム内の形式情報に基づいてデータ処理システム内で処理するためのデ
ータを作成する方法であって、
　入力デバイス又はポートを介してそれぞれのフィールドに対する１つ又は複数の値をそ
れぞれが有するレコードを含むデータを受信するステップと、
　前記データ処理システム内の前記データを処理するためのターゲットレコード形式を決
定するステップであって、
　　前記データ内の複数のレコードそれぞれを、前記データが前記データ記憶システム内
に格納された１つ又は複数の候補レコード形式と一致するか否かを決定するために、複数
の妥当性確認テストに従って分析すること、各候補レコード形式は、１つ又は複数のフィ
ールドのグループの各フィールドについて形式を指定し、各妥当性確認テストは、前記デ
ータ記憶システム内に格納された少なくとも１つの候補レコード形式に対応し、及び
　　前記妥当性確認テストの結果の受信に応答して、前記ターゲットレコード形式を、選
択済み候補レコード形式に対応する少なくとも１つの妥当性確認テストに従って少なくと
も部分的一致が決定された選択済み候補レコード形式と、前記データに関連付けられた既
知のデータタイプに従って選択されたパーザによって生成された解析済みレコード形式と
、前記データの特徴の分析から生成された構築済みレコード形式のうち少なくとも１つに
基づいて前記データに関連付けること
　を含むステップと
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を含む、方法。
【請求項２】
　前記ターゲットレコード形式は、いずれの前記妥当性確認テストも前記候補レコード形
式のうちの１つ又は複数に対する少なくとも部分的一致を決定しないことに応答して、前
記解析済みレコード形式に基づいて前記データに関連付けられる、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記データに関連付けられた前記既知のデータタイプは、前記データのファイルタイプ
に基づいて知られる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記データの前記ファイルタイプは、ファイル拡張子に対応する、請求項３に記載の方
法。
【請求項５】
　前記ターゲットレコード形式は、いずれの前記妥当性確認テストも前記候補レコード形
式のうちの１つ又は複数に対する少なくとも部分的一致を決定しないこと、及び前記デー
タに関連付けられた既知のデータタイプを有さないことに応答して、前記構築済みレコー
ド形式に基づいて前記データに関連付けられる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記データの特徴の分析から前記構築済みレコード形式を生成するステップは、前記デ
ータ内のタグを認識すること、及び前記認識されたタグに基づいて複数のレコードを決定
するために前記データを解析することを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記データの特徴の分析から前記構築済みレコード形式を生成するステップは、前記デ
ータ内の区切り文字を認識すること、及び前記認識された区切り文字に基づいて複数のレ
コードを決定するために前記データを解析することを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記データの特徴の分析から前記構築済みレコード形式を生成するステップは、前記デ
ータが、複数のレコードの値を示すタグ又は区切り文字のない実質上バイナリ形式である
ことを認識すること、及びユーザインターフェイスから１つ又は複数のフィールド識別子
を受け取ることを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　第１の候補レコード形式に対応する前記複数の妥当性確認テストのうちの第１の妥当性
確認テストに従って、前記データ内の前記複数のレコードを分析することは、各フィール
ドに対する前記第１の候補レコード形式によって指定された前記形式で各レコードに対す
る値を決定するために、前記第１の候補レコード形式を前記データに適用することを含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記データが前記第１の候補レコード形式と一致するか否かを決定するステップは、幾
つかの有効値が所定のしきい値よりも大きいか否かを決定するために、前記第１の妥当性
確認テストに従って前記複数のレコードに対して前記決定された値を分析することを含む
、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の妥当性確認テストに従って前記複数のレコードのうちの第１のレコードに対
して決定された値を分析するステップは、各フィールドに対して決定された各値について
対応するフィールドテストを実行することを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　第１のフィールドに対して決定された値について第１のフィールドテストを実行するス
テップは、前記決定された値の中の幾つかの文字を所定数の文字と突き合せることを含む
、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
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　第１のフィールドに対して決定された値について第１のフィールドテストを実行するス
テップは、前記決定された値を前記第１のフィールドに対する複数の所定の有効値のうち
の１つと突き合せることを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記有効値の数は、所与のフィールドに対して決定された値が前記所与のフィールドに
対応する前記フィールドテストに合格した幾つかのレコードに基づくものである、請求項
１１に記載の方法。
【請求項１５】
　データ記憶システム内の形式情報に基づいてデータ処理システム内で処理するためにデ
ータを準備するためのシステムであって、
　入力デバイス又はポートを介してそれぞれのフィールドに対する１つ又は複数の値をそ
れぞれが有するレコードを含むデータを受信するための手段と、
　前記データ処理システム内の前記データを処理するためのターゲットレコード形式を決
定するための手段と、を含み、
　前記決定するための手段は、
　前記データ内の複数のレコードそれぞれを、前記データが前記データ記憶システム内に
格納された１つ又は複数の候補レコード形式と一致するか否かを決定するために、複数の
妥当性確認テストに従って分析すること、各候補レコード形式は、１つ又は複数のフィー
ルドのグループの各フィールドについて形式を指定し、各妥当性確認テストは、前記デー
タ記憶システム内に格納された少なくとも１つの候補レコード形式に対応し、及び
　前記妥当性確認テストの結果の受信に応答して、前記ターゲットレコード形式を、選択
済み候補レコード形式に対応する少なくとも１つの妥当性確認テストに従って少なくとも
部分的一致が決定された選択済み候補レコード形式と、前記データに関連付けられた既知
のデータタイプに従って選択されたパーザによって生成された解析済みレコード形式と、
前記データの特徴の分析から生成された構築済みレコード形式のうち少なくとも１つに基
づいてデータに関連付けること、を含む、
システム。
【請求項１６】
　データ記憶システム内の形式情報に基づいてデータ処理システム内で処理するためにデ
ータを準備するためのコンピュータプログラムを格納するコンピュータ読み取り可能媒体
であって、前記コンピュータプログラムが、
　入力デバイス又はポートを介してそれぞれのフィールドに対する１つ又は複数の値をそ
れぞれが有するレコードを含むデータを受信するステップと、
　前記データ処理システム内の前記データを処理するためのターゲットレコード形式を決
定するステップと、をコンピュータに実行させるための命令を含み、
　前記決定するステップは、
　前記データ内の複数のレコードそれぞれを、前記データが前記データ記憶システム内に
格納された１つ又は複数の候補レコード形式と一致するか否かを決定するために、複数の
妥当性確認テストに従って分析すること、各候補レコード形式は、１つ又は複数のフィー
ルドのグループの各フィールドについて形式を指定し、各妥当性確認テストは、前記デー
タ記憶システム内に格納された少なくとも１つの候補レコード形式に対応し、及び
　前記妥当性確認テストの結果の受信に応答して、前記ターゲットレコード形式を、選択
済み候補レコード形式に対応する少なくとも１つの妥当性確認テストに従って少なくとも
部分的一致が決定された選択済み候補レコード形式と、前記データに関連付けられた既知
のデータタイプに従って選択されたパーザによって生成された解析済みレコード形式と、
前記データの特徴の分析から生成された構築済みレコード形式のうち少なくとも１つに基
づいてデータに関連付けること、を含む、
コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項１７】
　前記ターゲットレコード形式は、いずれの前記妥当性確認テストも前記候補レコード形
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式のうちの１つ又は複数に対する少なくとも部分的一致を決定しないことに応答して、前
記解析済みレコード形式に基づいて前記データに関連付けられる、請求項１５に記載のシ
ステム。
【請求項１８】
　前記データに関連付けられた前記既知のデータタイプは、前記データのファイルタイプ
に基づいて知られる、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記データの前記ファイルタイプは、ファイル拡張子に対応する、請求項１８に記載の
システム。
【請求項２０】
　前記ターゲットレコード形式は、いずれの前記妥当性確認テストも前記候補レコード形
式のうちの１つ又は複数に対する少なくとも部分的一致を決定しないこと、及び前記デー
タに関連付けられた既知のデータタイプを有さないことに応答して、前記構築済みレコー
ド形式に基づいて前記データに関連付けられる、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記データの特徴の分析から前記構築済みレコード形式を生成することは、前記データ
内のタグを認識すること、及び前記認識されたタグに基づいて複数のレコードを決定する
ために前記データを解析することを含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記データの特徴の分析から前記構築済みレコード形式を生成することは、前記データ
内の区切り文字を認識すること、及び前記認識された区切り文字に基づいて複数のレコー
ドを決定するために前記データを解析することを含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記データの特徴の分析から前記構築済みレコード形式を生成することは、前記データ
が、複数のレコードの値を示すタグ又は区切り文字のない実質上バイナリ形式であること
を認識すること、及びユーザインターフェイスから１つ又は複数のフィールド識別子を受
け取ることを含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２４】
　第１の候補レコード形式に対応する前記複数の妥当性確認テストのうちの第１の妥当性
確認テストに従って、前記データ内の前記複数のレコードを分析することは、各フィール
ドに対する前記第１の候補レコード形式によって指定された前記形式で各レコードに対す
る値を決定するために、前記第１の候補レコード形式を前記データに適用することを含む
、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記データが前記第１の候補レコード形式と一致するか否かを決定することは、幾つか
の有効値が所定のしきい値よりも大きいか否かを決定するために、前記第１の妥当性確認
テストに従って前記複数のレコードに対して前記決定された値を分析することを含む、請
求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記第１の妥当性確認テストに従って前記複数のレコードのうちの第１のレコードに対
して決定された値を分析することは、各フィールドに対して決定された各値について対応
するフィールドテストを実行することを含む、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　第１のフィールドに対して決定された値について第１のフィールドテストを実行するこ
とは、前記決定された値の中の幾つかの文字を所定数の文字と突き合せることを含む、請
求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　第１のフィールドに対して決定された値について第１のフィールドテストを実行するこ
とは、前記決定された値を前記第１のフィールドに対する複数の所定の有効値のうちの１
つと突き合せることを含む、請求項２６に記載のシステム。
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【請求項２９】
　前記有効値の数は、所与のフィールドに対して決定された値が前記所与のフィールドに
対応する前記フィールドテストに合格した幾つかのレコードに基づくものである、請求項
２６に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記ターゲットレコード形式は、いずれの前記妥当性確認テストも前記候補レコード形
式のうちの１つ又は複数に対する少なくとも部分的一致を決定しないことに応答して、前
記解析済みレコード形式に基づいて前記データに関連付けられる、請求項１６に記載の媒
体。
【請求項３１】
　前記データに関連付けられた前記既知のデータタイプは、前記データのファイルタイプ
に基づいて知られる、請求項３０に記載の媒体。
【請求項３２】
　前記データの前記ファイルタイプは、ファイル拡張子に対応する、請求項３１に記載の
媒体。
【請求項３３】
　前記ターゲットレコード形式は、いずれの前記妥当性確認テストも前記候補レコード形
式のうちの１つ又は複数に対する少なくとも部分的一致を決定しないこと、及び前記デー
タに関連付けられた既知のデータタイプを有さないことに応答して、前記構築済みレコー
ド形式に基づいて前記データに関連付けられる、請求項１６に記載の媒体。
【請求項３４】
　前記データの特徴の分析から前記構築済みレコード形式を生成するステップは、前記デ
ータ内のタグを認識すること、及び前記認識されたタグに基づいて複数のレコードを決定
するために前記データを解析することを含む、請求項３３に記載の媒体。
【請求項３５】
　前記データの特徴の分析から前記構築済みレコード形式を生成するステップは、前記デ
ータ内の区切り文字を認識すること、及び前記認識された区切り文字に基づいて複数のレ
コードを決定するために前記データを解析することを含む、請求項３３に記載の媒体。
【請求項３６】
　前記データの特徴の分析から前記構築済みレコード形式を生成するステップは、前記デ
ータが、複数のレコードの値を示すタグ又は区切り文字のない実質上バイナリ形式である
ことを認識すること、及びユーザインターフェイスから１つ又は複数のフィールド識別子
を受け取ることを含む、請求項３３に記載の媒体。
【請求項３７】
　第１の候補レコード形式に対応する前記複数の妥当性確認テストのうちの第１の妥当性
確認テストに従って、前記データ内の前記複数のレコードを分析することは、各フィール
ドに対する前記第１の候補レコード形式によって指定された前記形式で各レコードに対す
る値を決定するために、前記第１の候補レコード形式を前記データに適用することを含む
、請求項１６に記載の媒体。
【請求項３８】
　前記データが前記第１の候補レコード形式と一致するか否かを決定するステップは、幾
つかの有効値が所定のしきい値よりも大きいか否かを決定するために、前記第１の妥当性
確認テストに従って前記複数のレコードに対して前記決定された値を分析することを含む
、請求項３７に記載の媒体。
【請求項３９】
　前記第１の妥当性確認テストに従って前記複数のレコードのうちの第１のレコードに対
して決定された値を分析するステップは、各フィールドに対して決定された各値について
対応するフィールドテストを実行することを含む、請求項３８に記載の媒体。
【請求項４０】
　第１のフィールドに対して決定された値について第１のフィールドテストを実行するス
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テップは、前記決定された値の中の幾つかの文字を所定数の文字と突き合せることを含む
、請求項３９に記載の媒体。
【請求項４１】
　第１のフィールドに対して決定された値について第１のフィールドテストを実行するス
テップは、前記決定された値を前記第１のフィールドに対する複数の所定の有効値のうち
の１つと突き合せることを含む、請求項３９に記載の媒体。
【請求項４２】
　前記有効値の数は、所与のフィールドに対して決定された値が前記所与のフィールドに
対応する前記フィールドテストに合格した幾つかのレコードに基づくものである、請求項
３９に記載の媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願への相互参照）
　本出願は、２００９年１１月１３日出願の米国特許出願第６１／２６０，９９７号に対
する優先権を主張し、参照によりその内容を本明細書に組み込むものとする。
【０００２】
　本明細書は、レコード形式情報の管理に関する。
【背景技術】
【０００３】
　組織は、複数の異なるシステムからのデータを管理する。システムは、データのデータ
セットをシステムに固有の形式で生成してもよい。他のシステムは、カンマ区切りファイ
ル又はＸＭＬ文書などの標準の形式を使用してデータセットを生成する。一般に、たとえ
データセットの形式が標準的であっても、データセット内のレコード及びフィールドはシ
ステム特有である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　幾つかのシステムは、インポート機構を通して他のシステムによって提供されたデータ
セットを受け入れる。インポートは、処理のために、外部データセットをシステム固有の
形式に変換する。他のシステムは、システムが必ずしも変換を必要とせずに外部データセ
ットを処理できるようにするのに十分なデータセットを記述するレコード形式を作成する
。
【０００５】
　一態様では、一般に、データ記憶システム内の形式情報に基づいてデータ処理システム
内で処理するためのデータを作成する方法である。入力デバイス又はポートを介してそれ
ぞれのフィールドに対する１つ又は複数の値をそれぞれが有するレコードを含むデータが
受信される。データ処理システム内のデータを処理するためのターゲットレコード形式が
決定される。データ内の複数のレコードは、データがデータ記憶システム内に格納された
１つ又は複数の候補レコード形式と一致するか否かを決定するために、複数の妥当性確認
テストに従って分析される。各候補レコード形式は、１つ又は複数のフィールドのグルー
プの各フィールドについて形式を指定し、各妥当性確認テストは、データ記憶システム内
に格納された少なくとも１つの候補レコード形式に対応する。妥当性確認テストの結果の
受信に応答して、ターゲットレコード形式は、選択済み候補レコード形式に対応する少な
くとも１つの妥当性確認テストに従って少なくとも部分的一致が決定された選択済み候補
レコード形式と、データに関連付けられた既知のデータタイプに従って選択されたパーザ
（parser）によって生成された解析済みレコード形式と、データの特徴の分析から生成さ
れた構築済みレコード形式のうち少なくとも１つに基づいてデータに関連付けられる。
【０００６】
　態様は、以下の機能のうち１つ又はそれ以上を含むことができる。
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【０００７】
　いずれの妥当性確認テストも候補レコード形式のうちの１つ又は複数に対する少なくと
も部分的一致を決定しないことに応答して、解析済みレコード形式に基づいてターゲット
レコード形式をデータに関連付ける。データに関連付けられた既知のデータタイプは、デ
ータのファイルタイプに基づいて知ることができる。データのファイルタイプは、ファイ
ル拡張子に対応するものとすることができる。いずれの妥当性確認テストも候補レコード
形式のうち１つ又は複数に対する少なくとも部分的一致を決定しないこと、及びデータに
関連付けられた既知のデータタイプを有さないことに応答して、構築済みレコード形式に
基づいてターゲットレコード形式をデータに関連付ける。データの特徴の分析から構築済
みレコード形式を生成することは、データ内のタグを認識すること、及び認識されたタグ
に基づいて複数のレコードを決定するためにデータを解析することを含んでもよい。デー
タの特徴の分析から構築済みレコード形式を生成することは、データ内の区切り文字を認
識すること、及び認識された区切り文字に基づいて複数のレコードを決定するためにデー
タを解析することを含んでもよい。データの特徴の分析から構築済みレコード形式を生成
することは、データが、複数のレコードの値を示すタグ又は区切り文字のない、実質上バ
イナリ形式であることを認識すること、及びユーザインターフェイスから１つ又は複数の
フィールド識別子を受け取ることを含んでもよい。第１の候補レコード形式に対応する複
数の妥当性確認テストのうちの第１の妥当性確認テストに従ってデータ内の複数のレコー
ドを分析することは、各フィールドに対する第１の候補レコード形式によって指定された
形式で各レコードに対する値を決定するために、第１の候補レコード形式をデータに適用
することを含んでもよい。データが第１の候補レコード形式と一致するか否かを決定する
ことは、幾つかの有効値が所定のしきい値よりも大きいか否かを決定するために、第１の
妥当性確認テストに従って複数のレコードに対して決定された値を分析することを含んで
もよい。第１の妥当性確認テストに従って複数のレコードのうちの第１のレコードに対し
て決定された値を分析することは、各フィールドに対して決定された各値について対応す
るフィールドテストを実行することを含んでもよい。第１のフィールドに対して決定され
た値について第１のフィールドテストを実行することは、決定された値の中の幾つかの文
字を所定数の文字と突き合せることを含んでもよい。第１のフィールドに対して決定され
た値について第１のフィールドテストを実行することは、決定された値を第１のフィール
ドに対する複数の所定の有効値のうちの１つと突き合せることを含んでもよい。有効値の
数は、所与のフィールドに対して決定された値が所与のフィールドに対応するフィールド
テストに合格した幾つかのレコードに基づくものとすることができる。
【０００８】
　別の態様では、一般に、データ記憶システム内の形式情報に基づいてデータ処理システ
ム内で処理するためにデータを準備するためのシステムは、入力デバイス又はポートを介
してそれぞれのフィールドに対する１つ又は複数の値をそれぞれが有するレコードを含む
データを受信するための手段と、データ処理システム内のデータを処理するためのターゲ
ットレコード形式を決定するための手段とを含む。ターゲットレコード形式を決定するた
めの手段は、データが、データ記憶システムに格納された１つ又は複数の候補レコード形
式と一致するか否かを決定するために、複数の妥当性確認テストに従ってデータ内の複数
のレコードを分析し、各候補レコード形式は１つ又は複数のフィールドのグループのうち
の各フィールドに対して形式を指定し、各妥当性確認テストはデータ記憶システムに格納
された少なくとも１つの候補レコード形式に対応し、並びに、妥当性確認テストの結果の
受信に応答して、選択済み候補レコード形式に対応する少なくとも１つの妥当性確認テス
トに従って少なくとも部分的一致が決定された選択済み候補レコード形式と、データに関
連付けられた既知のデータタイプに従って選択されたパーザによって生成された解析済み
レコード形式と、データの特徴の分析から生成された構築済みレコード形式のうち少なく
とも１つに基づいてターゲットレコード形式をデータに関連付けるように構成してもよい
。
【０００９】
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　別の態様では、一般に、コンピュータ読み取り可能媒体が、データ記憶システム内の形
式情報に基づいてデータ処理システム内で処理するためにデータを準備するためのコンピ
ュータプログラムを格納する。コンピュータプログラムは、入力デバイス又はポートを介
してそれぞれのフィールドに対する１つ又は複数の値をそれぞれが有するレコードを含む
データを受信すること、並びに、データが、データ記憶システムに格納された１つ又は複
数の候補レコード形式と一致するか否かを決定するために、複数の妥当性確認テストに従
ってデータ内の複数のレコードを分析し、各候補レコード形式は１つ又は複数のフィール
ドのグループのうちの各フィールドに対して形式を指定し、各妥当性確認テストはデータ
記憶システムに格納された少なくとも１つの候補レコード形式に対応し、及び妥当性確認
テストの結果の受信に応答して、選択済み候補レコード形式に対応する少なくとも１つの
妥当性確認テストに従って、少なくとも部分的一致が決定された選択済み候補レコード形
式と、データに関連付けられた既知のデータタイプに従って選択されたパーザによって生
成された解析済みレコード形式と、データの特徴の分析から生成された構築済みレコード
形式のうち少なくとも１つに基づいてターゲットレコード形式をデータに関連付けること
を含むデータ処理システム内のデータを処理するためのターゲットレコード形式を決定す
ることをコンピュータに実行させるための命令を含む。
【００１０】
　本発明の他の特徴及び利点は、以下の説明及び特許請求の範囲から明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】グラフベースの計算を実行するためのシステムのブロック図である。
【図２】レコード形式情報を管理するための例示的手順のフローチャートである。
【図３】例示的事前処理モジュールのブロック図である。
【図４】サンプルデータに基づいてレコード形式を決定する事前処理モジュールの例示的
処理を示すブロック図である。
【図５】サンプルデータに基づいてレコード形式の妥当性を確認する事前処理モジュール
の例示的処理を示すブロック図である。
【図６】サンプルデータに基づいて既存のレコード形式を識別する事前処理モジュールの
例示的処理を示すブロック図である。
【図７】パーザに基づいてレコード形式を生成する事前処理モジュールの例示的処理を示
すブロック図である。
【図８Ａ】レコード形式情報を管理するための例示的手順のフローチャートである。
【図８Ｂ】レコード形式情報を管理するための例示的手順のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、レコード形式管理技術が使用できる例示的なデータ処理システム１００を示す
。システム１００は、記憶装置などのデータの１つ又は複数のソース、又はオンラインデ
ータストリームへの接続を含むことができるデータソース１０２を含み、そのそれぞれが
、様々な記憶形式（例えば、データベーステーブル、スプレッドシートファイル、フラッ
トテキストファイル、又はメインフレームによって使用される固有の形式）のうちのいず
れかでデータを格納することができる。実行環境１０４は、事前処理モジュール１０６及
び実行モジュール１１２を含む。実行環境１０４は、ＵＮＩＸオペレーティングシステム
などの好適なオペレーティングシステムの制御の下で１つ又は複数の汎用コンピュータ上
でホストされてもよい。例えば、実行環境１０４は、ローカル（例えばＳＭＰコンピュー
タなどのマルチプロセッサシステム）、又はローカル分散型（例えばクラスタ又はＭＰＰ
として結合された複数のプロセッサ）、又はリモート、又はリモート分散型（例えば、ロ
ーカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）及び／又はワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）を
介して結合された複数のプロセッサ）、又はそれらの任意の組合せのいずれかの複数の中
央処理ユニット（ＣＰＵ）を使用するコンピュータシステムの構成を含む多重ノード並列
コンピューティング環境を含むことができる。幾つかの実施態様では、実行モジュール１
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１２は、１つ又は複数のプロセッサ上で実行する並列オペレーティングシステムであって
もよいオペレーティングシステムを提供し、事前処理モジュール１０６は、そのオペレー
ティングシステム内で実行するプログラムとして実行される。ユーザ１１５は、表示され
た出力を見ること、及びユーザインターフェイス内に入力することによって、実行環境１
０８と対話する（interact）こともできる。
【００１３】
　事前処理モジュール１０６は、それぞれのフィールドについてそれぞれ１つ又は複数の
値を有するレコードを含むデータをデータソース１０２から受信し、実行モジュール１１
２を使用してレコードを処理するためのターゲットレコード形式を決定する。例えば、事
前処理モジュール１０６は、適切なターゲットレコード形式１１４がデータ記憶システム
１１６内にすでに格納されていることを決定するか、又は格納されていない場合、ターゲ
ットレコード形式１１４を生成して、生成されたターゲットレコード形式１１４をデータ
記憶システム１１６内に格納する。データソース１０２及びデータ記憶システム１１６を
提供する記憶装置は、例えば、実行環境１０４を実行中のコンピュータに接続された記憶
媒体（例えばハードドライブ１０８）上に格納されるように、実行環境１０４に対してロ
ーカルとしてもよく、又は例えば、リモート接続を介して、実行環境１０４を実行中のコ
ンピュータと通信しているリモートシステム（例えばメインフレーム１１０）上でホスト
されるように、実行環境１０４に対してリモートとしてもよい。
【００１４】
　実行モジュール１１２は、決定されたターゲットレコード形式１１４を使用して、デー
タソース１０２から受信したレコードを解釈及び処理する。また、レコードを処理するた
めに、実行モジュール１１２によって実行されるプログラムを開発者１２０が開発可能な
開発環境１１８もデータ記憶システム１１６にアクセス可能である。幾つかの実施態様で
は、開発環境１１８は、頂点（コンポーネント又はデータセット）間で有向リンク（作業
要素の流れを表す）によって接続された頂点を含むデータフローグラフとしてアプリケー
ションを開発するためのシステムである。例えば、このような環境は、参照により本明細
書に組み込むものとする、「Managing Parameters for Graph-Based Applications」とい
う名称の米国特許出願第２００７／００１１６６８号で、より詳細に説明されている。
【００１５】
　事前処理モジュール１０６は、異なる形のデータベースシステムを含む様々なタイプの
システムからデータを受信することができる。データは、場合によってはヌル値を含むそ
れぞれのフィールドに対する値（「属性」又は「カラム」とも呼ばれる）を有するレコー
ドとして編成されてもよい。データソースから最初にデータを読み取る場合、そのデータ
ソースからのレコードのレコード構造を記述するターゲットレコード形式は知られていな
いが、幾つかの状況では、事前処理モジュール１０６は、そのデータソース内のレコード
に関する幾つかの初期の形式情報から始めてもよい。事前処理モジュール１０６は、処理
されるレコードが格納されたレコード形式によって記述されているか、又はレコード形式
が生成されるかを決定するために、データ記憶システム１１６に格納されたレコード形式
の集合を管理する。レコード形式は、別個の値を表すビット数、レコード内のフィールド
の順序、及びビットによって表される値のタイプ（例えば文字列、符号付き／符号なし整
数）などの様々な特徴を含むことができる。
【００１６】
　図２を参照すると、プロセス２２０に関するフローチャートは、レコード形式を管理す
るための事前処理モジュール１０６のうちの幾つかの動作（operation）を含む。機能（c
apabilities）の中でもとりわけ、事前処理モジュール１０６はデータを受け入れる２２
２。データは、ファイル、データベース、ユーザインターフェイス、入力ポート、又は任
意の他の入力デバイスを通して受信してもよい。他の情報の中でもとりわけ、事前処理モ
ジュール１０６は、データソースからのレコードに関するレコード形式、又はデータソー
ス１０２からの１つ又は複数のレコードを含むサンプルデータ、或いはその両方を受信し
てもよい。サンプルデータは、処理されることになるすべてのレコード又はレコードのサ
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ブセットを含むことができる。事前処理モジュール１０６は、事前処理モジュール１０６
がどの動作の実行を要求されたかの指示も受信してもよい。
【００１７】
　事前処理モジュール１０６の動作は、プロセス経路を決定すること２２４も含む。事前
処理モジュール１０６は、受信したサンプルデータのレコードを解釈するために、レコー
ド形式を決定するための複数の方法を有してもよい。事前処理モジュール１０６は、サン
プルデータに関する潜在的レコード形式が入力として提供されるか否かに基づいてどのプ
ロセス経路が適切であるかを決定してもよい。システムの幾つかの実施態様では、事前処
理モジュール１０６は、どのプロセス経路が好ましいかを示すデータを受け入れる。
【００１８】
　１つのプロセス経路に沿って、事前処理モジュール１０６の動作は、以下でより詳細に
説明するように、サンプルデータの分析に基づいてサンプルデータのターゲットレコード
形式を決定すること２２６を含む。
【００１９】
　別のプロセス経路に沿って、事前処理モジュール１０６の動作は、提供されたレコード
形式と提供されたサンプルデータとの比較２２８に基づいて、サンプルデータのターゲッ
トレコード形式を決定することを含む。幾つかのケースでは、事前処理モジュール１０６
は、サンプルデータと、受け入れたサンプルデータに潜在的に対応する提供されたレコー
ド形式（又は格納されたレコード形式に対する識別子）を受け入れる。事前処理モジュー
ル１０６は、レコード形式がサンプルデータの構造を表すか否かを決定するために、提供
又は識別されたレコード形式とサンプルデータとを比較する。
【００２０】
　別のプロセス経路に沿って、事前処理モジュール１０６の動作は、提供されたサンプル
データに関するレコード形式を見つけること２３０に基づいて、サンプルデータのターゲ
ットレコード形式を決定することを含む。幾つかのケースでは、事前処理モジュール１０
６はサンプルデータを受け入れ、レコード形式のうちのいずれかがサンプルデータの構造
を正しく表すか否かを発見するために、このデータと、レコード形式リポジトリ（例えば
データ記憶システム１１６内でホストされる）内の既存のレコード形式とを比較する。
【００２１】
　動作は、１つ又は複数の潜在的ターゲットレコード形式をユーザに提示すること２３２
も含む。１つ又は複数のレコード形式が決定されると、そのレコード形式をユーザに提示
することができる。ユーザは、複数のレコード形式から単一のレコード形式を選択しても
よい。ユーザは、レコード形式を修正してもよい。
【００２２】
　動作は、ターゲットレコード形式の妥当性を確認すること２３４も含む。レコード形式
が事前処理モジュール１０６によって受け入れられる前に、事前処理モジュールは、提供
されたサンプルデータに照らしてレコード形式の妥当性を確認してもよい。
【００２３】
　動作は、ターゲットレコード形式に対して調整を提案すること２３６も含む。提供され
たサンプルデータをレコード形式が解析できない場合、事前処理モジュール１０６は、レ
コード形式とサンプルデータとの間の不整合を識別する。この不整合は、サンプルデータ
を解析する場合に発生したエラーを分析することによって識別してもよい。また、不整合
は、サンプルデータ及びレコード形式を分析することによって識別してもよい。次に、プ
ロセス２２０は、この不整合を修復するように提案する。幾つかの実施態様では、プロセ
ス２２０は、サンプルデータに基づいてレコード形式を修正することを推奨してもよい。
例えば、フィールドが整数表現（例えば、１、２、３、４などの整数値の２進表現）とな
ることをレコード形式が予測し、サンプルデータ内のそのフィールドが形式化された日付
の表現（例えば１／２１／２００８、２１／１／２００８、０１－ＪＡＮ－２００８など
）を含む場合、プロセス２２０は調整を提案してもよい。整数フィールドは形式化された
日付を保持できず、日付フィールドは整数を保持できないため、プロセス２２０は、フィ
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ールドを、日付又は整数のいずれかを含むことができる文字列に修正することを提案して
もよい。別の例では、プロセス２２０は、レコード形式によって受け入れられる有効値の
範囲を拡大することを提案してもよい。
【００２４】
　動作は、ターゲットレコード形式を格納すること２３８も含む。ターゲットレコード形
式は、レコード形式リポジトリに格納してもよい。
【００２５】
　図３を参照すると、データ処理システム内で処理するためにデータを準備するための事
前処理モジュール３００は、データを受け入れるための機構を含む。幾つかのケースでは
、入力データはデータベース３１０としてもよい。データベース３１０は、システム１０
０によって処理されることになるデータを含んでもよい。他のケースでは、データベース
３１０は、システム１００によって処理されることになるデータのより大きなセットを表
すデータのサンプルセットを含んでもよい。さらに他のケースでは、データベースはデー
タのレコード形式の記述を含んでもよい。他のケースでは、入力データはサンプルデータ
とレコード形式との組合せを含んでもよい。入力データは、リレーショナルデータベース
、フラットファイル、又はポートを介して又は別の入力デバイスを介して受信されるデー
タなどの入力をレコード形式プロセス３０２内に提供するための別の機構を介してレコー
ド形式プロセス３０２に通信してもよい。
【００２６】
　レコード形式プロセス３０２は、入力データ３１０を受け入れ、ターゲットレコード形
式を決定する。幾つかのケースでは、入力データは複数のレコードで構成されるサンプル
データを含み、各レコードは複数フィールドに対する値を含む。サンプルデータは、レコ
ード形式を決定するために分析される。他のケースでは、サンプルデータは提供されたレ
コード形式と比較される。他のケースでは、サンプルデータは、最良の適合を決定するた
めに、レコード形式リポジトリ内の既存のレコード形式と比較される。
【００２７】
　幾つかのケースでは、レコード形式プロセス３０２は、ターゲットレコード形式を決定
するために、いずれかの既存のパーザが入力データ３１０を解析できるか否かを決定する
ためのパーザを含むパーザカタログ３０６を検査する。入力データ３１０を処理するため
のパーザが存在しない場合、レコード形式プロセス３０２は、ターゲットレコード形式を
決定するための新しいパーザの構築を可能にするカスタムパーザビルダモジュール３０８
にアクセスしてもよい。
【００２８】
　ユーザには、レコード形式が提示され、レコード形式を調整するように許可してもよい
。調整されたレコード形式は、レコード形式が依然としてサンプルデータに適合している
ことを確実にするために、サンプルデータに照らしてチェックしてもよい。
【００２９】
　図４を参照すると、幾つかの実施態様では、システムは幾つかのサンプルレコードを含
むサンプルデータを受け入れる。事前処理モジュール１０６は、データのレコード形式の
識別を試行する。幾つかの実施態様では、既存の格納されたレコード形式に対する一致が
見られない場合、データは、どのように符号化されるかを決定するために分析される。例
えばデータは、ＡＳＣＩＩ又はＥＢＣＤＩＣ文字符号化に基づいて符号化するか、又は２
進形式にしてもよい。幾つかの実施態様では、次にシステムは、システムが、データを解
析することができる使用可能なパーザを有するか否かを決定する。システムは、サンプル
データに関するレコード形式を決定するために、サンプルデータを検査してもよい。例え
ば、テキストベースのサンプルデータは、区切りフィールド及びレコード、固定長フィー
ルドを使用して形式化してもよく、拡張可能マークアップ言語（ＸＭＬ）などのタグ付き
データは標準汎用マークアップ言語（ＳＧＭＬ）である。データは、レコード形式の決定
を支援するために、タグ又は区切り文字なしの２進形式としてもよい。２進データは、デ
ータベース、スプレッドシート、ワードプロセッシング文書、画像、又は他の２進データ
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としてもよい。幾つかの実施態様では、２進データのデータタイプは、データ自体の検査
に基づいて導出してもよい。他の実施態様では、２進データのデータタイプは、例えばフ
ァイル拡張子などのファイルの名前の一部に基づいて推測してもよい。システムは、サン
プル形式の解析に基づいてフィールド及びレコードを決定してもよい。例えば、システム
が区切りフィールド及びレコードを認識する場合、システムは区切り文字に基づいてデー
タをフィールド及びレコードに分離する。システムがタグ付きデータを認識する場合、シ
ステムはタグに基づいてファイルを解析する。
【００３０】
　一例では、図４を参照すると、システムはサンプルデータファイル４０２を受信する。
この例では、データはＡＳＣＩＩテキストを使用して符号化され、キャリッジリターンが
異なるレコードを分離しているカンマ区切りフィールドを使用して構造化される。
【００３１】
　プロセス矢印４０４によって表されるように、システムは、サンプルデータに関するレ
コード形式４０６を決定するためにサンプルデータの複数のレコードを分析する。この例
でシステムは、文字列、文字列、ルックアップ値、電話番号、及び日付という５つのフィ
ールドを識別する。整数、浮動小数点数、固定長テキストフィールド、及び固定長小数な
どの他のデータタイプも検出及び識別してもよい。幾つかの実施態様では、サンプルデー
タによって提供された値をプロファイリングすることによって、ルックアップフィールド
に使用可能な値を識別してもよい。幾つかの実施態様では、サンプルデータのレコード形
式が導出されると、システムはこのサンプルデータを解析して、それぞれのデータフィー
ルドに対する値を決定してもよい。例えば、この情報を使用して、相対的に小さな数の有
効値のみを含むフィールドを識別してもよい。幾つかの実施態様では、データのヒューリ
スティックスの分析に基づいて、サンプルデータのレコード形式を決定してもよい。例え
ば、固定長レコードのセットの長さはレコード数で均等に分けることも可能である。
【００３２】
　幾つかの実施態様では、サンプルデータに関するレコード形式が決定されると、レコー
ド形式はデータに関連付けられる。別の実施態様では、レコード形式をユーザに対して表
示してもよく、ユーザはこのレコード形式を修正することができる。プロセス矢印４１４
によって表されるように、修正されたレコード形式は、依然としてサンプルデータに適合
していることを確認するために、サンプルデータに照らしてテストされる。レコード形式
にサンプルデータの解析を実行不可にさせるデータタイプをユーザが入力した場合、シス
テムはユーザにエラーを提示し、問題を訂正するレコード形式への変更を提案してもよい
。この実施態様では、レコード形式は、レコード形式が最終的に確定されると、データに
関連付けられる。
【００３３】
　図５を参照すると、幾つかの実施態様では、システムは、ユーザによって提供可能であ
るか、又は本明細書で説明されるような検索技法を使用して識別してもよいサンプルデー
タ５０２と共に、可能なレコード形式５０４を受信する。可能なレコード形式がサンプル
データ５０２内のレコードの形式を正確に記述しているか否かについては、ある程度の不
確定な要素がある。可能なレコード形式５０４は、ＸＭＬ文書タイプ定義、又はマスタか
らコピーすること、並びにＣＯＢＯＬコピーブック及びデータ操作言語（ＤＭＬ）レコー
ド形式などの幾つかの異なるプログラムに挿入することができるプログラムデータの物理
レイアウトを定義するコードのセクションとすることができる。
【００３４】
　プロセス矢印５０８によって表されるように、システムは、処理中に発生するいずれか
のエラーを示しながら、可能なレコード形式５０４を使用してサンプルデータの解析を試
行する。この例では、第１のフィールドは可能なレコード形式では番号として定義される
が、サンプルデータ５０２では第１のフィールドは可変長文字フィールドである。システ
ムがレコード形式を使用してデータの解析を試行した場合、エラーログ５０６が生成され
、ユーザに提示される。ユーザには、不一致を解決するための提案が提供される。例えば
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ユーザには、フィールド１のデータタイプを可変長文字フィールドに変更することの提案
を提示してもよい。
【００３５】
　図６を参照すると、幾つかの実施態様では、システムはサンプルデータ６０２を受信し
、システムがデータを処理できるように、既存のレコード形式がデータ内のレコードの形
式を正確に記述できるか否かを決定するように要求される。システムは、サンプルデータ
がレコード形式リポジトリ６０４内のいずれかの候補レコード形式６０６ａ～ｇと一致す
るか否かを決定するために、サンプルデータ内の複数のレコードを分析してもよい。幾つ
かの実施態様では、この分析は、レコード形式リポジトリ６０４内に格納された候補レコ
ード形式６０６ａ～ｇのそれぞれを使用して、サンプルデータの解析を試行することを含
んでもよい。幾つかの実施態様では、データの解析は、各レコード内の各フィールドのサ
ンプル値を決定するために、候補レコード形式をサンプルデータに適用することを含む。
サンプル値を候補レコード形式と比較して、サンプル値が候補レコード形式のそれらに適
合するか否かを決定してもよい。幾つかの実施態様では、この分析は、候補レコード形式
によってフィールドに対して確立された有効値又は有効値の範囲を定義する妥当性確認テ
ストに照らして、サンプルデータ内の値の妥当性を確認することを含んでもよい。例えば
、フィールドは、限定数の有効値（５０の州、２つの性別など）が可能である。
【００３６】
　各レコード形式について、システムは妥当性確認テストと呼ばれる解析の成功の尺度を
決定する。例えば１つの例示的妥当性確認テストでは、システムは、解析が成功しなかっ
たレコード数のカウントを維持する。別の例示的妥当性確認テストでは、システムは、解
析が成功しなかったフィールド数のカウント、並びにどのフィールドが処理できなかった
かの指示を維持する。システムは、レコード形式を候補レコード形式セット、６０６ｅ、
６０６ｆ、６０６ｇに縮小し、それらをユーザに提示する。幾つかの実施態様では、レコ
ード形式は、サンプルデータに関連付けられたレコード形式と厳密に一致しない場合があ
る。例えば、候補レコード形式６０６ｅは最後が文字列フィールドであり、他の候補レコ
ード形式は最後が日付フィールドであるが、文字列には日付値を入れることができるため
、依然としてレコード形式はサンプルデータに適合している。他の解析の不整合も許容さ
れる場合がある。例えば１つのテストの場合、有効値の事前に定義された範囲外にある値
が、依然として候補レコード形式を生成する場合があり、例えば、潜在的レコード形式６
０６ｇは、有効値「Ｍ」及び「Ｓ」を伴う「配偶者の有無」フィールドを含む。サンプル
データセットは、「Ｍ」又は「Ｆ」のいずれかを含むフィールドを含む。システムは、解
析エラーを示しながら、潜在的データレコード６０６ｇを含めることができる。幾つかの
テストでは、解析エラーの数が所与のしきい値を下回る場合に、潜在的データレコードが
含められる。他のテストでは、有効解析値が所与のしきい値を上回る場合に、潜在的デー
タレコードが含められる。
【００３７】
　幾つかの実施態様では、システムは候補レコード形式をユーザに提示し、ユーザがデー
タに適合するレコード形式を選択できるようにしてもよい。この例では、ユーザは、候補
レコード形式６０６ｆを最良の適合として選択してもよい。幾つかの実施態様では、シス
テムは適合可能なレコード形式を検査し、サンプルデータ及び候補レコード形式のプロフ
ァイルに基づいて、どのレコード形式が最良であるかを決定してもよい。幾つかの実施態
様では、ユーザはレコード形式を修正してもよい。潜在的レコード形式のリストが単一の
ターゲットレコード形式に縮小されると、システムは、提供されたサンプルデータ６０２
を解析することによって、選択されたターゲットレコード形式の妥当性を確認する。妥当
性確認が完了した後、システムは、サンプルデータを選択されたターゲットレコード形式
に関連付け、選択されたターゲットレコード形式を格納する、及び／又は選択されたター
ゲットレコード形式をユーザに提供する。幾つかの実施態様では、サンプルデータが、レ
コード形式内に提供されたデータタイプと合致しない場合、ユーザには、レコード形式を
サンプルデータに合致させるようにレコード形式を修正するオプションが提示される。
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【００３８】
　幾つかの実施態様では、図７を参照すると、システムは、サンプルデータに適合するレ
コード形式リポジトリ６０４内の既存のレコード形式を識別することができない。このよ
うな状況下では、システムは、提供されたサンプルデータを既存のパーザが解析できるか
否かを決定する。例えばサンプルデータセット７０２は、ＸＭＬ形式で示されている。こ
の例では、レコード形式リポジトリ６０４は、サンプルデータに合致するいかなるレコー
ド形式も含まない。プロセス矢印７０４によって示されるように、システムは、レコード
形式がＸＭＬ形式のＡＳＣＩＩファイルであることを識別する。プロセス矢印７０８によ
って示されるように、システムは、既存のパーザ（例えばＸＭＬパーザ７１０）がデータ
の解釈を実行できるものと決定する。パーザ及びサンプルデータに基づいて、システムは
サンプルデータ７１４のレコード形式を導出する。上述のように、システムは、パーザが
サンプルデータを解釈できることを検証し、パーザによって生成された結果として生じる
ターゲットレコード形式をサンプルデータ７１４に関連付け、結果として生じるターゲッ
トレコード形式をレコード形式リポジトリ内に格納する。幾つかの実施態様では、システ
ムは、ターゲットレコード形式をレコード形式リポジトリ内に格納する前に、新しく作成
されたターゲットレコード形式を承認のためにユーザに提示する。
【００３９】
　図８は、ターゲットレコード形式を決定するために事前処理モジュール１０６が使用で
きる別の例示的プロセス８００に関するフローチャートを示す。事前処理モジュールの動
作は、供給された入力データがサンプルデータを含むか否かの決定８０２を含む。
【００４０】
　動作は、入力データがサンプルデータを含む場合に、サンプルデータをアップロード及
び／又は位置付けすること８０４も含む。事前処理モジュールは、入力データによって定
義された位置からサンプルにアクセスしてもよい。幾つかの実施態様では、事前処理モジ
ュールは、別のサーバからアクセスポートを介してサンプルデータをアップロードするか
又はこれにアクセスしてもよい。他の実施態様では、事前処理モジュールは、サンプルデ
ータを含むファイル又は他のデータ記憶機構にアクセスしてもよい。
【００４１】
　動作は、サンプルデータを分析すること８０６、及びオプションで分析結果を格納する
ことも含む。サンプルデータは、文字セット、メタデータ、レコード形式タイプ、及び／
又はレコード形式自体を決定するために分析してもよい。幾つかの実施態様では、システ
ムは、レコード形式リポジトリ内に格納された１つ又は複数の既知のレコード形式の検索
を実行するか否かを決定するために、サンプルデータを分析する。例えば事前処理モジュ
ールは、サンプルデータが第１のタイプ（例えばカンマ区切りファイル）である場合は、
潜在的レコード形式を決定するために検索を実行してもよいが、サンプルデータが第２の
タイプ（例えばＸＭＬ）であることが決定された場合は、実行しない。他の実施態様では
、レコード形式の作成及び妥当性確認を支援することができるメタデータを探索するため
に、サンプルデータが分析される。幾つかの実施態様では、事前処理モジュールは、フィ
ールド区切り、エスケープ文字、及びフィールド名を含むヘッダを識別する。分析の結果
は、後の意思決定プロセスで使用するために保持してもよい。
【００４２】
　この実施態様では、動作は、サンプルデータを含む文書のタイプがＸＭＬであるか否か
を決定すること８０８を含む。幾つかの実施態様では、この例におけるＸＭＬ形式などの
１つ又は複数の所定の形式の文書は、他の形式の文書とは別に取り扱われる。この実施態
様では、サンプルＸＭＬ文書はＸＭＬパーザによって処理される８２６。
【００４３】
　動作は、サンプルデータが、レコード形式リポジトリ内に格納された１つ又は複数の既
知のレコード形式と合致するか否かを決定すること８１０も含む。これは、上述のように
、妥当性確認テストを使用して、サンプルデータ内の１つ又は複数のレコードの妥当性を
各レコード形式に照らして確認すること、及び妥当性確認エラーの数を決定することによ
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って達成できる。他の実施態様では、サンプルデータの分析８０６中に取得された情報を
使用して、サンプルデータの妥当性が確認されたデータ形式の数を低減してもよい。
【００４４】
　動作は、合致するレコード形式をユーザに示すこと８１２も含む。上述のように、事前
処理モジュールは、潜在的に合致するレコード形式のリストをユーザに表示してもよい。
【００４５】
　動作は、ユーザが、潜在的レコード形式のリストから合致するレコード形式を選択する
か否かを決定すること８１４も含む。
【００４６】
　動作は、格納されたレコード形式に対する合致が見つからない、及び／又はユーザによ
って選択されない場合、使用可能なパーザが存在する既知のネイティブ形式を有するファ
イルに含まれているなど、サンプルデータが既知のデータタイプを有するか否かを決定す
ること８１６も含む。ネイティブ形式とは、アプリケーション又はシステムによって使用
される既知の外部形式である。
【００４７】
　動作は、ネイティブ形式が既知の場合、適切な使用可能なパーザに対するデータの合致
を決定することも含む。例えばサンプルデータは、既知のパーザによって処理することが
できるタグ付きレコードを含むことができる８２０。
【００４８】
　動作は、タグ付きサンプルデータに関するパーザを識別すること８３０も含む。
【００４９】
　この実施態様では、使用可能なパーザに対する合致を決定することは、サンプルデータ
がＣＯＢＯＬであるか否かを決定すること８２２を含む。幾つかの実施態様では、動作は
、サンプルデータが、使用可能なパーザによって解析できる標準のデータレコード形式構
造を使用する別のプログラミング言語であるか否かを決定することも含んでもよい。
【００５０】
　動作は、サンプルデータがＣＯＢＯＬである場合、ＣＯＢＯＬコピーブックをアップロ
ード及び解析すること８３２も含む。
【００５１】
　既知のネイティブ形式と別の使用可能なパーザとを突き合せることは、サンプルデータ
がデータベース内に格納されていることを決定すること、及び事前処理モジュールがデー
タベースにアクセスしてもよいことの妥当性を確認すること８２４を含む。データベース
へのアクセスは、事前処理モジュールが、例えばユーザ名及びパスワードなどの有効な信
用証明にアクセスできるか否かを検証することを含んでもよい。データベースへのアクセ
スは、信用証明がサンプルデータへのアクセスを提供するか否かを決定することも含んで
もよい。
【００５２】
　動作は、データベース内に格納されたサンプルデータを分析すること、及びこの分析か
らレコード形式を決定すること（例えば、ＳＱＬエディタ内）８３４も含む。幾つかの実
施態様では、事前処理モジュールは、レコード形式を導出するためにデータベースのテー
ブル構造を分析する。
【００５３】
　既知のネイティブ形式と別の使用可能なパーザとを突き合せることは、サンプルデータ
がＸＭＬ形式であるか否か、及び文書タイプ定義又はＸＭＬスキーマ定義（ＸＳＤ）を含
むか否かを決定すること８２６を含む。
【００５４】
　動作は、ＸＭＬ文書の構造をレコード形式に変換すること（例えば、ＸＭＬ経路エディ
タ）８３６も含む。
【００５５】
　既知のネイティブ形式と別の使用可能なパーザとを突き合せることは、データがＳＡＰ
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形式であるか否かを決定すること８２８を含む。幾つかの実施態様では、他のエンタープ
ライズソリューションソフトウェアパッケージが、例えば、Oracle Financialsからサン
プルデータを検出してもよい。
【００５６】
　動作は、エンタープライズソフトウェアパッケージに関するインポートモジュールを使
用して、レコード形式を決定すること８３８も含む。
【００５７】
　サンプルデータのデータタイプが知られていないか、又はデータタイプに使用可能なパ
ーザがない場合、動作は、サンプルデータの特徴を決定すること、及びサンプルデータの
特徴の分析から構築済みレコード形式を生成することを含む。例えばこの実施態様では、
動作は、サンプルデータが大部分タグ付けされているか否かを決定すること８４０を含む
。大部分タグ付けされたデータとは、例えば、主にタグ付きデータ構造を含むように見え
るが、必ずしもタグ付き構造に適合しない幾つかのデータを含むデータである。
【００５８】
　動作は、データが大部分タグ付けされたものと決定された場合、（例えばタグエディタ
を使用して）データをタグ付けデータとして処理するように試行すること８４２も含む。
ＸＭＬに加えて、例えば国際銀行間金融通信協会（ＳＷＩＦＴ）形式などの他のタグ付き
形式を取り扱ってもよい。
【００５９】
　動作は、汎用タグ付きデータパーザ、又は既知のパーザが、サンプルデータを処理可能
であるか否かを決定すること８４４も含む。
【００６０】
　動作は、サンプルデータについてパーザビルダに照会すること８４８も含む。
【００６１】
　動作は、サンプルデータが大部分テキストであるか否かを決定すること８５２も含む。
大部分テキストのデータとは、例えば主に、例えばＡＳＣＩＩ又はＥＢＣＤＩＣなどの周
知のテキスト形式を使用して符号化されたデータである。
【００６２】
　動作は、データの構造を決定するよう試行すること８５４も含む。幾つかの実施態様で
は、データの構造は、レコード及びフィールド区切り文字を識別することによって決定し
てもよい。レコード区切り文字は、サンプルデータ内の最後の文字を検査することによっ
て識別してもよい。区切り文字は、非印刷文字又は非英数文字に関するデータを検査する
ことによっても識別してもよい。２つの非印刷可能文字又は非英数文字がサンプルデータ
内に発生するケースでは、フィールド区切り文字が最も一般的であり、レコード区切り文
字は一般的でない。区切り文字でない非印刷可能文字が存在することは、サンプルデータ
が区切られていないことを示してもよい。区切り文字を識別した後、事前処理モジュール
はサンプルデータに区切り文字を適用し、不整合に関してチェックしてもよい。例えばシ
ステムは、各レコードが同じ数のフィールドを含むか否かをチェックしてもよい。システ
ムは、各レコード内の同じフィールドが、同様か又は適合するデータタイプを含むか否か
をチェックしてもよい。幾つかの実施態様では、事前処理モジュールは、データの分析中
８０６にデータに関して決定された情報に依拠する。
【００６３】
　動作は、データが大部分２進であることを決定すること８５６も含む。２進データとは
、例えば、ＡＳＣＩＩ及びＥＢＣＤＩＣなどの周知のテキスト形式を使用して符号化され
ていないデータである。
【００６４】
　動作は、適切であれば（例えばデータが大部分２進であることの決定８５６に応答して
）、フィールド名をサンプルデータに挿入すること８５８も含む。幾つかの実施態様では
、ユーザは挿入することになるフィールド名を入力する（ペースト又はキー入力）ことが
できる。
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【００６５】
　動作は、結果を検証すること８５０も含む。レコード形式を検証することは、レコード
形式を使用すること、及びサンプルデータの解析を試行することを含んでもよい。
【００６６】
　動作は、ユーザがレコード形式を構築又は編集できるようにすること８４６も含む。幾
つかの実施態様では、ユーザは、レコード形式を編集、及び／又はサンプルデータのタイ
プ、名前、及び構造を変更してもよい。
【００６７】
　動作は、レコード形式リポジトリ内にレコード形式を格納すること８６０も含む。幾つ
かの実施態様では、事前処理モジュールはデータ形式をサンプルデータに関連付け、他の
実施態様では、事前処理モジュールはデータ形式のコピーを作成し、そのコピーをデータ
に関連付ける。
【００６８】
　上記レコード形式発見方法は、コンピュータ上で実行するためのソフトウェアを使用し
て実施することができる。例えばソフトウェアは、それぞれが少なくとも１つのプロセッ
サと、（揮発性及び不揮発性メモリ及び／又は記憶要素を含む）少なくとも１つのデータ
記憶システムと、少なくとも１つの入力デバイス又はポートと、少なくとも１つの出力デ
バイス又はポートとを含む、（分散型、クライアント／サーバ、又はグリッドなどの様々
なアーキテクチャであってよい）１つ又は複数のプログラム済み又はプログラマブルコン
ピュータシステム上で実行する、１つ又は複数のプログラム内に手順を形成する。ソフト
ウェアは、例えば計算グラフの設計及び構成に関する他のサービスを提供するより大きな
プログラムの１つ又は複数のモジュールを形成してもよい。グラフのノード及び要素は、
コンピュータ読み取り可能媒体に格納されたデータ構造、又はデータリポジトリに格納さ
れたデータモデルに合致する他の編成データとして実施することができる。
【００６９】
　ソフトウェアは、ＣＤ－ＲＯＭなどの記憶媒体上に提供できるか、汎用又は専用のプロ
グラマブルコンピュータによって読み取り可能であるか、又は（伝搬される信号内で符号
化されて）ネットワークの通信媒体を介して、実行されるコンピュータに送達されてもよ
い。すべての機能は、専用のコンピュータ上で、又はコプロセッサなどの専用のハードウ
ェアを使用して実行されてもよい。ソフトウェアは、ソフトウェアによって指定された計
算の異なる部分が異なるコンピュータによって実行される分散様式で実施されてもよい。
このようなコンピュータプログラムのそれぞれは、本明細書で説明された手順を実行する
ために、記憶媒体又はデバイスがコンピュータシステムによって読み取られた場合に、コ
ンピュータを構成及び動作させるために、好ましくは、汎用又は専用のプログラマブルコ
ンピュータによって読み取り可能な記憶媒体又はデバイス（例えばソリッドステートメモ
リ又は媒体、或いは磁気又は光媒体）上に格納されるか又はダウンロードされる。本発明
のシステムは、コンピュータプログラムで構成された、コンピュータ読み取り可能記憶媒
体として実施されるものとみなすこともでき、そのように構成された記憶媒体は、本明細
書で説明された機能を実行するために、特定及び事前に定義された様式でコンピュータシ
ステムを動作させる。
【００７０】
　本発明の幾つかの実施形態について説明してきた。それにもかかわらず、本発明の精神
及び範囲を逸脱することなく、様々な修正を行うことができることを理解されよう。例え
ば、上記ステップのうちの幾つかは順序に依存していないため、記述された順序とは異な
る順序で実行できる。
【００７１】
　上記説明は、添付の特許請求の範囲によって定義された本発明の範囲を例示することを
意図したものであり、これを限定するものでないことを理解されよう。例えば、上記幾つ
かの機能ステップは、処理全体に大幅に影響を与えることなく、異なる順序で実行するこ
とができる。他の実施形態は、以下の特許請求の範囲内にある。
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